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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カフを備えた自動血圧測定装置を利用する広告方法であって、
　ホストコンピュータに記憶された広告データベース内の複数の広告から、予め設定され
た前記広告と前記自動血圧測定装置との対応関係に基づいて、該ホストコンピュータと通
信回線により接続された複数の前記自動血圧測定装置へ前記広告を配信する広告配信工程
と、
　該広告配信工程において前記広告が配信された自動血圧測定装置の血圧測定中に、該広
告を該自動血圧測定装置の表示器に表示させる広告表示工程と、
　血圧の測定後に測定結果を前記表示器に表示させる工程とを含むことを特徴とする広告
方法。
【請求項２】
　前記広告表示工程において広告が表示された回数を含む広告実績情報を広告依頼主端末
へ逐次配信する実績配信工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の広告方法。
【請求項３】
　ホストコンピュータと、前記ホストコンピュータに接続可能な複数の自動血圧測定装置
と、からなる広告システムであって、
　前記ホストコンピュータは、
　広告と、予め設定された前記広告と前記自動血圧測定装置との対応関係と、を記憶する
第１の記憶手段を備え、



(2) JP 4631144 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

　前記ホストコンピュータは、前記対応関係に基づいて、前記複数の自動血圧測定装置の
各々に、該自動血圧測定装置に対応した広告を配信し、
　前記複数の自動血圧測定装置の各々は、
　前記ホストコンピュータからの前記広告を受信する送受信手段と、
　前記広告を記憶する第２の記憶手段と、
　被測定者の血圧を測定するための血圧測定手段と、
　血圧の測定中に前記第２の記憶手段に記憶されている前記広告を表示し、血圧の測定後
に測定結果を表示する表示手段とを備える、広告システム。
【請求項４】
　前記送受信手段は、前記広告が表示されたことを示す表示結果データを前記ホストコン
ピュータへと送信し、
　前記第１の記憶手段は、前記自動血圧測定装置からの前記表示結果データに基づいて、
前記自動血圧測定装置毎に、前記広告が表示された回数を含む広告実績情報を記憶する、
請求項３に記載の広告システム。
【請求項５】
　ホストコンピュータと、前記ホストコンピュータに接続可能な複数の自動血圧測定装置
と、前記ホストコンピュータに接続可能な複数の広告依頼主端末と、からなる広告システ
ムであって、
　前記広告依頼主端末は、
　広告の入力を受け付ける入力装置を備え、
　前記広告依頼主端末は、前記広告をホストコンピュータへ送信し、
　前記ホストコンピュータは、
　前記広告依頼主端末からの前記広告と、予め設定された前記広告と前記自動血圧測定装
置との対応関係と、を記憶する第１の記憶手段を備え、
　前記ホストコンピュータは、前記対応関係に基づいて、前記複数の自動血圧測定装置の
各々に、当該自動血圧測定装置に対応した広告を配信し、
　前記自動血圧測定装置は、
　前記ホストコンピュータからの前記広告を受信する送受信手段と、
　前記広告を記憶する第２の記憶手段と、
　被測定者の血圧を測定するための血圧測定手段と、
　血圧の測定中に前記第２の記憶手段に記憶されている前記広告を表示し、血圧の測定後
に測定結果を表示する表示手段とを備える、広告システム。
【請求項６】
　前記送受信手段は、前記広告が表示されたことを示す表示結果データを前記ホストコン
ピュータへと送信し、
　前記第１の記憶手段は、前記自動血圧測定装置からの前記表示結果データに基づいて、
前記自動血圧測定装置毎に、前記広告が表示された回数を含む広告実績情報を記憶し、
　前記ホストコンピュータは、所定期間毎に、前記広告実績情報を前記広告依頼主端末へ
送信する、請求項５に記載の広告システム。
【請求項７】
　カフを備えた自動血圧測定装置であって、
　表示器と、
　広告が記憶された広告記憶媒体と、
　前記カフによる圧迫圧力の変化期間内に前記広告記憶媒体に記憶された広告を前記表示
器に表示させ、血圧の測定後に測定結果を前記表示器に表示させる広告表示手段と、を含
み、
　前記広告記憶媒体は、前記広告とは別の広告が記憶された広告記憶媒体と交換可能に設
けられていることを特徴とする自動血圧測定装置。
【請求項８】
　前記広告表示手段により広告が表示された回数を含む広告実績情報を記憶する実績記憶
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媒体をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の自動血圧測定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カフを用いる自動血圧測定装置を利用した広告方法、および血圧測定中に広告
を表示させる機能を有する自動血圧測定装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
カフを用いる自動血圧測定装置による血圧測定は、被測定者の上腕等の所定部位にカフを
巻回し、そのカフの圧迫圧力を徐速降圧させる過程において逐次得られる信号に基づいて
、血圧値を決定する。上記自動血圧測定装置の血圧測定時間すなわち上記カフによる圧迫
期間は、３０秒～１分程度である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前述したように、カフを用いる自動血圧測定装置により血圧を測定するには、３０秒～１
分程度カフにより拘束されることになり、その間、被測定者は何もすることができない。
【０００４】
本発明は以上のような事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、
血圧測定中の時間を有効に活用する方法を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための第１の手段】
上記目的を達成するための第１発明は、カフを備えた自動血圧測定装置による血圧測定中
に、広告をその自動血圧測定装置の表示器に表示させることを特徴とする広告方法である
。
【０００６】
【第１発明の効果】
このように、血圧測定中に自動血圧測定装置の表示器に広告が表示されると、血圧測定中
は被測定者は拘束状態にあり、表示器に表示される広告に目が行き易いので、高い広告効
果が期待できることから、血圧測定中の時間が有効に活用される。
【０００７】
【第１発明の他の態様】
ここで、好ましくは、上記広告方法は以下の態様である。すなわち、カフを備えた自動血
圧測定装置を利用する広告方法であって、ホストコンピュータに記憶された広告データベ
ース内の複数の広告から、予め設定された対応関係に基づいて、そのホストコンピュータ
と通信回線により接続された複数の前記自動血圧測定装置へ広告を配信する広告配信工程
と、その広告配信工程において前記広告が配信された自動血圧測定装置の血圧測定中に、
その広告をその自動血圧測定装置の表示器に表示させる広告表示工程とを、含むものであ
る。このようにすれば、広告表示工程において、血圧測定中に表示器に広告が表示される
。血圧測定中は被測定者は拘束状態にあり、表示器に表示される広告に目が行き易いので
、高い広告効果が期待できることから、血圧測定中の時間が有効に活用される。また、表
示される広告は、広告配信工程において、ホストコンピュータに記憶された広告データベ
ース内の複数の広告から、予め設定された対応関係に基づいて配信されるので、適切な広
告が表示される。
【０００８】
また、好適には、前記広告方法は、前記広告表示工程において広告が表示された回数を含
む広告実績情報を広告依頼主端末へ逐次配信する実績配信工程をさらに含むものである。
このようにすれば、広告依頼主は、広告依頼主端末へ配信される広告表示回数から、実際
に広告された回数を知ることができる。
【０００９】
また、好適には、前記広告データベース内の複数の広告から前記複数の自動血圧測定装置
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へ広告を配信するための前記予め設定された対応関係は、広告依頼主から示された広告条
件に基づいて決定される。このようにすれば、広告依頼主が自動血圧測定装置毎に広告表
示を依頼する場合に比べて、簡単に適切な自動血圧測定装置のみに広告を表示させること
ができる。
【００１０】
【課題を解決するための第２の手段】
前記目的を達成するための第２発明の要旨とするところは、カフを備えた自動血圧測定装
置であって、表示器と、広告が記憶された広告記憶媒体と、前記カフによる圧迫圧力の変
化期間内に、前記記憶媒体に記憶された広告を前記表示器に表示させる広告表示手段とを
、含むことにある。
【００１１】
【第２発明の効果】
このようにすれば、広告表示手段により、カフによる圧迫圧力の変化期間内に、広告記憶
媒体に記憶された広告が表示器に表示されることから、高い広告効果が期待できるので、
血圧測定中の時間が有効に活用される。
【００１２】
【第２発明の他の態様】
ここで、好適には、前記広告記憶媒体は、前記広告とは別の広告が記憶された広告記憶媒
体と交換可能に設けられている。このようにすれば、広告記憶媒体を、別の広告が記憶さ
れた広告記憶媒体に交換することにより、表示器に表示される広告を簡単に変更すること
ができる。
【００１３】
また、好適には、前記自動血圧測定装置は、前記広告表示手段により広告が表示された回
数を含む広告実績情報を記憶する実績記憶媒体をさらに含むものである。このようにすれ
ば、実績記憶媒体に記憶された広告実績情報を読みだすことにより、広告が表示された回
数などを知ることができる。
【００１４】
【発明の好適な実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１は第１発明を実施する
ための広告システム１０の概略構成を示すブロック図である。
【００１５】
図１の広告システム１０は、複数（図では４台）の自動血圧測定装置１２、１４、１６、
１８と、ホストコンピュータ２０と、複数（図では３台）の広告依頼主端末２２、２４、
２６とが通信ネットワーク２８を介して相互に接続されている。
【００１６】
自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８は、マイクロコンピュータにより予め定められ
た測定手順に従って被測定者の血圧を自動的に測定するものであり、医院・病院の待合室
、スポーツセンタ、薬局、市役所、保健所などに設置される。この自動血圧測定装置１２
、１４、１６、１８は、たとえば図２に示す外観構成である。
【００１７】
図２において、自動血圧測定装置１２は、箱体３０に被測定者の腕３２を差し通すための
貫通穴３４が設けられており、その貫通穴３４内には、カフ３６を内周面に備えて円筒状
に保持された比較的剛性の高い可撓性の外ベルト３８が配設されている。箱体３０の操作
パネル４０には、起動スイッチ４２、停止スイッチ４、プリンタ４６などが配設されてい
る。さらに、箱体３０には、操作パネル４０の一辺と連続する位置に被測定者と略対向す
るように表示器４８が配設され、その表示器４８には測定された血圧値ＢＰ、時刻、脈拍
数等および広告が表示される。なお、上記表示器４８は、好ましくは、文字、図形、記号
などを表示することが可能な比較的大型のドットマトリックス型カラー液晶表示板やＰＤ
Ｐ表示板（プラズマディスプレイ）から構成されるが、文字のみが表示される形式であっ
ても、文字および画像が表示される形式の何れの形式でもよい。また、自動血圧測定装置
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１２は、図示しない記憶装置および送受信装置を備えている。
【００１８】
上記自動血圧測定装置１２は、貫通穴３４内に腕３２が差し通された状態で起動スイッチ
４２が押されると、自動的に血圧が測定される。すなわち、起動スイッチ４２が押される
と、腕３２にカフ３６が巻回され、そのカフ３６の圧迫圧力が予め設定された目標圧力値
（たとえば１８０ｍｍＨｇ程度）まで急速昇圧された後、予め設定された徐速降圧速度（
たとえば３ｍｍＨｇ／ｓｅｃ）で徐速降圧させられ、その徐速降圧期間内に得られる圧力
信号に基づいてよく知られたオシロメトリックアルゴリズムにより血圧値が決定される。
そして、決定された血圧値は表示器４８に表示されるとともに、プリンタ４６から出力さ
れる。
【００１９】
図１に戻って、ホストコンピュータ２０は記憶装置５０を備えている。この記憶装置５０
は、たとえば、ＲＡＭ、磁気ディスク装置（ＨＤＤ）、リムーバブルメディア（ＭＯ，Ｄ
ＶＤなど）等であり、所定の記憶領域に広告データベース５２、実績データベース５４、
および装置情報データベース５６が記憶されている。
【００２０】
上記広告データベース５２は、広告依頼主端末２２、２４、２６から送信された広告デー
タが記憶されたデータベースであり、広告データは、広告とその広告の広告条件を情報と
して含むデータである。また、上記広告条件とは、特定の場所に設置された自動血圧測定
装置にのみ広告を表示させるための設置場所に関する条件である。図３は、記憶装置５０
に記憶された広告データベース５２の一例を示す図である。たとえば、広告Ａは練り歯磨
きに関する広告であり、その広告条件により、広告Ａは歯科に設置された自動血圧測定装
置にのみ表示される。
【００２１】
実績データベース５４は、自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８から送信された表示
結果データに基づいて、広告が表示された回数（広告表示回数）や頻度（広告表示頻度）
などの広告実績情報が自動血圧測定装置別に記憶されたデータベースであり、表示結果デ
ータは、自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８の識別符号および広告名等を情報とし
て含むデータである。図４は、記憶装置５０に記憶された実績データベース５４の一例を
示す図である。装置情報データベース５６は、図５にその一例を示すように、自動血圧測
定装置１２、１４、１６、１８の装置識別コード、設置場所等の装置情報が記憶されたデ
ータベースである。
【００２２】
広告依頼主端末２２、２４、２６は、図示しない入力装置から入力された前記広告データ
をホストコンピュータ２０に送信する装置である。従って、この広告依頼主端末２２、２
４、２６から新しい広告データを送信することにより、広告依頼主は、容易に、表示させ
る広告や前記広告条件を変更（更新）することができる。
【００２３】
前記通信ネットワーク２８は、ＩＳＤＮ回線等の公衆電話回線、光ファイバー等の有線又
は無線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）、衛星通信回線、ＣＡＴＶ回線等の通信回
線から構成される情報通信網である。
【００２４】
図６は、ホストコンピュータ２０が各自動血圧測定装置へ広告を配信する広告配信ルーチ
ンの要部を説明するフローチャートである。まず、ステップＳＡ１（以下、ステップを省
略する。）では、広告データベース５２が更新されたか否かが判断される。この判断が否
定された場合には本ルーチンは終了させられるが、広告依頼主端末２２、２４、２６から
広告データが送信されて広告データベース５２が更新された場合には、続いて対応関係決
定工程としてＳＡ２が実行される。すなわち、ＳＡ２では、上記ＳＡ１で更新された広告
データベース５２の各広告データに含まれている広告条件と、予め装置情報データベース
５６に各自動血圧測定装置毎に記憶されている装置情報とに基づいて、広告データベース
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５２に含まれている複数の広告と自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８との対応関係
を、たとえば図７に示すように決定する。
【００２５】
続く広告配信工程に相当するＳＡ３では、上記ＳＡ２で決定された対応関係に基づいて決
定された広告を、各自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８に配信する。このようにし
て広告が配信されると、広告依頼主が広告を表示させたい場所に設置された自動血圧測定
装置にのみその広告が配信され、そこで記憶される。
【００２６】
図８は、自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８において実行される広告表示ルーチン
の要部を示すフローチャートである。図８において、まず、ＳＢ１では、ホストコンピュ
ータ２０から広告が配信されてきたか否かが判断される。すなわち、ホストコンピュータ
２０から直接的に或いはサーバを介して間接的に送信された広告が図示しない送受信装置
により受信されたか否かが判断される。このＳＢ１の判断が否定された場合には、後述す
るＳＢ３以下が直接的に実行されるが、肯定された場合には、続くＳＢ２において、その
配信された広告が図示しない記憶装置に記憶される。
【００２７】
続くＳＢ３では、起動スイッチ４２が操作されたか否かが判断される。このＳＢ３の判断
が否定された場合には本ルーチンは終了させられるが、肯定された場合には、続く広告表
示工程に相当するＳＢ４において、カフ３６の圧迫圧力の変化期間中、前記ＳＢ２で記憶
された広告が表示器４８に表示される。なお、広告が表示されるのは、血圧測定の開始か
ら終了までの期間の全部であっても、その一部であってもよい。
【００２８】
続くＳＢ５では、図示しない送受信装置から、広告が表示されたことを示す表示結果デー
タがホストコンピュータ２０に送信される。
【００２９】
図９は、ホストコンピュータ２０が各広告依頼主端末２２、２４、２６に広告実績を配信
する実績配信ルーチンである。図９において、ＳＣ１では、いずれかの自動血圧測定装置
から表示結果データが送信されてきたか否かが判断される。この判断が否定された場合に
は、後述するＳＣ３以下が直接的に実行される。
【００３０】
しかし、上記ＳＣ１の判断が肯定された場合には、続くＳＣ２において、前記実績データ
ベース５４が上記ＳＣ１で受信された表示結果データに基づいて更新される。
【００３１】
上記ＳＣ２が実行された場合、又は前記ＳＣ１の判断が否定された場合は実績配信工程に
相当するＳＣ３乃至ＳＣ４が実行される。まず、ＳＣ３では、予め設定された実績配信時
期になったか否かが判断される。この実績配信時期は、たとえば、一日、一週間、一ヵ月
などの所定期間、或いは、所定の広告表示回数である。
【００３２】
上記ＳＣ３の判断が否定された場合には、本ルーチンは終了させられるが、肯定された場
合には、続くＳＣ４において、実績データベース５４に各自動血圧測定装置毎に記憶され
た実績データすなわち広告実績情報が、前述の図６のＳＡ２で決定された対応関係に基づ
いて、各広告の依頼主の広告依頼主端末２２、２４、２６へ配信される。なお、広告依頼
主は、上記ＳＣ４で配信された実績データに基づいて、或いは、広告データを広告依頼主
端末からホストコンピュータ２０へ送信する際に所定の広告料をこの広告システム２０の
管理者に支払う。この広告料により、広告システム２０の管理者は自動血圧測定装置１２
、１４、１６、１８を安価に設置者（病院等）に提供することができる。
【００３３】
上述のように、本実施例によれば、広告表示工程（ＳＢ４）において、血圧測定中に表示
器４８に広告が表示される。血圧測定中は被測定者は拘束状態にあり、表示器４８に表示
される広告に目が行き易いので、高い広告効果が期待できることから、血圧測定中の時間
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が有効に活用される。また、表示される広告は、広告配信工程（ＳＡ３）において、ホス
トコンピュータ２０の記憶装置５０に記憶された広告データベース５２内の複数の広告か
ら、予め設定された図７の対応関係に基づいて配信されるので、適切な広告が表示される
。
【００３４】
また、本実施例によれば、広告実績情報を広告依頼主端末２２、２４、２６へ逐次配信す
る実績配信工程（ＳＣ３乃至ＳＣ４）をさらに含むことから、広告依頼主は、広告依頼主
端末２２、２４、２６へ配信される広告表示回数から、実際に広告された回数を知ること
ができる。
【００３５】
また、本実施例によれば、広告データベース５２内の複数の広告から自動血圧測定装置１
２、１４、１６、１８へ広告を配信するための予め設定された対応関係（図７）は、対応
関係決定工程（ＳＡ２）において、広告依頼主から示された広告条件に基づいて決定され
る。従って、広告依頼主が自動血圧測定装置毎に広告表示を依頼する場合に比べて、簡単
に適切な自動血圧測定装置のみに広告を表示させることができる。
【００３６】
次に、第２発明の実施例を説明する。なお、以下の説明において、前述した実施例と同一
の構成を有する部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【００３７】
図１０は、第２発明が適用された自動血圧測定装置６０の外観構成を示す斜視図である。
この自動血圧測定装置６０も前述の実施例の自動血圧測定装置１２と同じく、医院・病院
の待合室、スポーツセンタ、薬局、市役所、保健所などに設置される。
【００３８】
図１０の自動血圧測定装置６０は、通信ネットワーク２８には接続されていないこと、お
よび、通信ネットワーク２８を介して配信されていた広告が、広告記憶媒体として機能す
るＩＣカード６２に予め記憶されている点が異なるのみであり、他の構成は前述の実施例
の自動血圧測定装置１２と同一である。
【００３９】
上記ＩＣカード６２には、広告依頼主より依頼された一つ或いは複数の広告が予め記憶さ
れている。ＩＣカード６２は、自動血圧測定装置６０の側面に設けられた挿入口６４に挿
入されることにより、自動血圧測定装置６０に着脱可能に保持され、別の広告が記憶され
たＩＣカード６２と差し替え可能になっている。従って、例えば、自動血圧測定装置６０
の保守業者等のＩＣカード６２の管理者が、定期的に或いは随時ＩＣカード６２を差し替
えれば、自動血圧測定装置６０に表示される広告を変更することができる。
【００４０】
図１１は、上記自動血圧測定装置６０に備えられた図示しない演算制御装置の制御機能の
要部を説明する機能ブロック線図である。
【００４１】
図１１において、広告表示手段６６は、血圧測定期間判定手段としても機能するものであ
り、起動スイッチ４２から供給される起動信号ＳＳに基づいて血圧測定期間内（すなわち
カフ３６の圧迫圧力の変化期間内）であるか否かを判定し、その血圧測定期間内にＩＣカ
ード６２に記憶されている広告を表示器４８に表示させる。なお、広告の表示の開始時期
は、血圧測定期間の開始直後からであっても、血圧測定開始後予め設定された所定時間後
からであってもよい。また、広告の表示の終了時期は、血圧測定期間の終了時点、または
、それよりも所定時間前或いは所定時間後でもよい。
【００４２】
広告実績記憶手段６８は、広告表示手段６６によって広告が表示された回数、その広告が
表示された時間などの広告実績情報をＩＣカード６２に記憶させる。すなわち、ＩＣカー
ド６２には広告実績情報が記憶されるので、ＩＣカード６２は実績記憶媒体としても機能
している。
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【００４３】
ＩＣカード６２の管理者は、定期的に或いは随時（たとえばＩＣカード６２を交換する際
など）、ＩＣカード６２に記憶された上記広告実績情報を読み出し、広告依頼主に広告実
績を報告する。
【００４４】
上述のように、本実施例によれば、広告表示手段６６により、カフ３６による圧迫圧力の
変化期間内に、ＩＣカード６２に記憶された広告が表示器４８に表示されることから、高
い広告効果が期待できるので、血圧測定中の時間が有効に活用される。
【００４５】
また、本実施例によれば、ＩＣカード６２を、別の広告が記憶されたＩＣカード６２に交
換することにより、表示器４８に表示される広告を簡単に変更することができる。
【００４６】
また、本実施例によれば、ＩＣカード６２に記憶された広告実績情報を読みだすことによ
り、広告が表示された回数などを知ることができる。
【００４７】
以上、本発明の一実施形態を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はその他の態様に
おいても適用される。
【００４８】
たとえば、前述の第１の実施例では、対応関係決定工程（ＳＡ２）において、広告依頼主
から示された広告条件に基づいて、広告と自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８との
間の対応関係が決定されていたが、依頼主が広告とその広告を表示させたい自動血圧測定
装置との対応関係を直接決定してもよい。すなわち、依頼主が広告を表示させたい自動血
圧測定装置を直接指定してもよい。
【００４９】
また、前述の第１の実施例では、広告データベース５２が更新されると、図６のＳＡ３に
おいて、全ての自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８に広告が再配信されていたが、
広告が更新された自動血圧測定装置にのみ広告が再配信されてもよい。
【００５０】
また、前述の自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８、６０は、オシロメトリック方式
の自動血圧測定装置であったが、指カフ、手首カフ、腕カフなどのカフを用いる自動血圧
測定装置であれば、コロトコフ音に基づいて血圧値を決定する方式等、他の方式の自動血
圧測定装置であってもよい。
【００５１】
また、前述の自動血圧測定装置１２、１４、１６、１８、６０では、表示器４８は箱体３
０に他の部分と一体的に設けられていたが、表示器４８のみが離隔して設けられてもよい
。たとえば、被測定者の胸部或いは顔部の正面に表示器が設けられてもよい。要するに、
表示器４８は被測定者に対向する位置に設けられていればよい。
【００５２】
また、前述の第２の実施例では、ＩＣカード６２が広告記憶媒体および実績記憶媒体とし
て機能していたが、広告記憶媒体と実績記憶媒体とが別々に設けられてもよい。また、広
告記憶媒体と実績記憶媒体とが別々に設けられる場合には、広告記憶媒体は読み出し専用
の記憶媒体（たとえばＲＯＭ）であってもよい。
【００５３】
また、前述の第２の実施例では、自動血圧測定装置６０に対して着脱可能に設けられたＩ
Ｃカード６２が、広告記憶媒体および実績記憶媒体として機能していた。すなわち、広告
記憶媒体および実績記憶媒体は自動血圧測定装置６０に対して着脱可能に設けられていた
が、自動血圧測定装置６０内に内蔵されるなどして、着脱不能に広告記憶媒体および実績
記憶媒体が設けられてもよい。従って、広告記憶媒体や実績記憶媒体として、ＲＡＭ、ハ
ードディスク等が用いられてもよい。また、広告記憶媒体や実績記憶媒体として、フロッ
ピーディスク、ＭＯ等のリムーバブルメディアが用いられてもよい。
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【００５４】
また、前述の第２の実施例の広告表示手段６６では、起動スイッチ４２から供給される起
動信号ＳＳに基づいて血圧測定期間内であるか否かを判定していたが、カフ３６内の圧力
やカフ３６内の圧力を制御する圧力制御装置の制御作動に基づいて血圧測定期間内である
か否かを判定してもよい。
【００５５】
なお、本発明はその主旨を逸脱しない範囲においてその他種々の変更が加えられ得るもの
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１発明の広告方法を実施するための広告システムの概略構成を示すブロック図
である。
【図２】図１の自動血圧測定装置の外観構成を示す図である。
【図３】ホストコンピュータの記憶装置に記憶された広告データベースの一例を示す図で
ある。
【図４】ホストコンピュータの記憶装置に記憶された実績データベースの一例を示す図で
ある。
【図５】ホストコンピュータの記憶装置に記憶された装置情報データベースの一例を示す
図である。
【図６】ホストコンピュータが各自動血圧測定装置へ広告を配信する広告配信ルーチンの
要部を説明するフローチャートである。
【図７】図６の広告配信ルーチンにおいて決定される対応関係の一例を示す図である。
【図８】図１の自動血圧測定装置において実行される広告表示ルーチンの要部を示すフロ
ーチャートである。
【図９】ホストコンピュータが各広告依頼主端末に広告実績を配信する実績配信ルーチン
である。
【図１０】第２発明が適用された自動血圧測定装置の外観構成を示す斜視図である。
【図１１】図１０の自動血圧測定装置に備えられた演算制御装置の制御機能の要部を説明
する機能ブロック線図である。
【符号の説明】
ＳＡ３：広告配信工程
ＳＢ４：広告表示工程
ＳＣ３乃至ＳＣ４：実績配信工程
３６：カフ
４８：表示器
６０：自動血圧測定装置
６２：ＩＣカード（広告記憶媒体、実績記憶媒体）
６６：広告表示手段
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